
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市老上学区 

地区防災計画 
 

地震災害編 

生き残れ老上‼ 
ちからを合わせ いのちをまもる きょうも あしたも あさっても 

 

老上学区まちづくり協議会 

公式ＬＩＮＥ 



 

  

 

◎みんなの防災計画 

◎防災計画運用のための体制 

◎想定される地震と被害の周知 

◎地震発生時におけるマンションで想定される事態 

◎在宅避難ができるための事前の備え 

◎災害時のトイレの課題と備蓄の必要性 

◎避難場所の周知 

◎防災ネットワーク 

 ①平常時の活動 

 ➁本部地震発生初動時の行動 

 ③構成グループ地震発生初動時の行動 

 ④連絡・情報伝達手段 

⑤交流と支援 

◎協力事業所 

◎構成グループの体制 

◎次年度の計画 

◎アイデア一覧 

◎情報の収集と啓発 

◎奥付 

◎更新履歴 
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➢ 琵琶湖西岸断層帯等の直下型地震や南海トラフ巨大地震の

海溝型地震が発生すると、老上学区でも命に関わる人的被

害、家屋の損害など物的被害、そしてインフラ被害をもたら

す可能性があります。 

 

➢ 被害の予測は様々なデータとともに国、県、市などの機関から公表

されています。 

➢    【例】 ○全国地震予測地図（政府地震研究推進本部） 

○滋賀県地震被害想定、滋賀県防災情報マップ（滋賀県） 

○草津市防災アセスメント基礎調査（草津市） 

⇒ インターネットでの検索方法と老上学区に適応したもの 

を周知します。 

 

➢ 想定される災害の最新情報を入手し、老上学区防災ネットワークを

通じて周知します。 

 ⇒ 毎年 1月の計画見直し際に最新のものであることを確 

認します。 
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地震発生時における 

マンションで想定される事態 

マンションで想定される事態 

マンションの防災性能 

○ 1981年以降の新耐震基準で建設されたマンションは耐震性に優

れている 

○ 耐火構造のマンションが大半であり耐火性にも優れている 

必要な備えができていれば在宅避難が可能！ 

○ 揺れによって家具・家電等が倒れる 

 ※長周期地震動では高層階ほど揺れが大きくなる 

○ ライフライン（電気・ガス・水道）が止まる 

○ トイレが使えなくなる 

○ 情報が手に入らなくなる 

○ エレベーターが停止する 

○ エレベーターに閉じ込められる人がいる 

○ 水や食料を高層階に運搬するのが難しくなる 

○ マンション設備や建物に破損・被害が出る 

マンションの物理的な被害は軽微でも上記の事態により 

広域避難所での避難を余儀なくされるかもしれない！ 
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■ 自宅の安全対策 

 ・耐震化 

 ・家具の転倒防止対策 

   ⇒ 地震で自宅の中が散乱してしまえば在宅避難は困難 

 

■ 生活用品（食料品、飲料水、携帯トイレ）などの備蓄 

 ・飲料水：3 リットル×人数×7日以上 

 ・食用品：3食分×人数×7日以上 

 ・携帯トイレ：5回分程度×人数×7日以上 

   ⇒ ライフラインが途絶えたことを前提に備蓄を見直す 

 

■ 正確な情報の入手・共有 

 ・正確な被害情報や生活情報を手に入れる方法を考える 

 ・安否情報を近所の人に知らせる方法を考える 

在宅避難ができるための事前の備え 
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災害時のトイレの課題と備蓄の必要性 

➢ 発災から３時間以内に 38.5％の人々がトイレに行くと言われているにも関わらず、災害

発生後に仮設トイレが３日以内に行き渡った自治体は僅か 34％であり、携帯トイレをあ

らかじめ備蓄しておかないと、災害時にトイレができない可能性があります。 

➢ トイレを我慢しているとエコノミークラス症候群による災害関連死につながるなど、健康

に悪影響を及ぼします。 

➢ 在宅で避難生活を送るためには、携帯トイレの備えが欠かせませんが、携帯トイレの備蓄

数は、人数×排泄回数×避難日数を掛け合わせた数が必要だと言われています。 

  （例）４人家族が１週間に必要な携帯トイレの数 

４人（人数）×５回（排泄回数）×７日（避難日数）＝１４０回分（携帯トイレの必要数） 

➢ 災害時には携帯トイレを以下の方法で使用します。間違った使い方をしてしまうと不衛生

な状態になり、集団感染を引き起こすことにもつながりますので、平時から携帯トイレの

使い方を身につけておきましょう。 

 

携帯トイレを濡ら

さないために便座

を上げて、便器に

ポリ袋を取り付け

る 

1 便座を下ろ

し、携帯トイレ

を取りつける 

2 

吸引シートや凝固

剤でうんちやおし

っこをかためる 

3 
使ったあとは空気

を抜いて、しっかり

と結んだら、ふたつ

きの容器等に保管

する 

4 

【参考文献・資料】 

・加藤篤一（2024）『トイレからはじめる防災ハンドブック』学芸出版社 

・NPO法人日本トイレ研究所「災害時のトイレ対策」https://www.toilet.or.jp/disaster/ 

携
帯
ト
イ
レ
の
使
い
方
は
？ 

※ 

加
藤
（2

0
2

4

）
よ
り
引
用 
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どこに避難すればよいのか？ 

➢ 避難の方法は一通りではありません。そのときの状況に合わせて、迅速

に避難の判断と行動ができるように、町内・団体とともに訓練と研修を

行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

介助が必要な要援護者に配慮した

避難所です。市の職員が、福祉避難

所へ受入を調整した上で、避難する

ことになります 

 

➢ 避難所の受け入れ人数には限界があります。 

➢ 自宅が安全なら、自宅があなたの避難所になります。 

⇒ 在宅避難のための備え（自宅の安全対策、備蓄品など）を広報、 

研修会などで周知します。 

⇒ 支援物資配布などの情報を、構成団体を通じて在宅避難者に伝える

ようにします。（安否確認などで所在を明らかにしてください） 
 

在宅避難 

地震発生 

一
次
集
合
場
所 

【老上学区内の所在地】 

・老上小学校 

・老上中学校 

・光泉カトリック中学・高等学校 

※ 状況に応じて、老上まちづくり

センター、老上こども園に避難

所が開設されます。 

福祉避難所 

広
域
避
難
所 

※    では 

その時々の

状況判断が

必要です 

※ 町内等の行

動計画に基

づいてくだ

さい 
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継続的に地域防災力を向上させます 

➢ 研修会と災害時に備えた連絡・調整訓練を各年 1回、老上学区まちづく

り協議会の企画により実施します。 

➢ まちづくり協議会とＳＯＳ委員会はネット 

ワーク参加団体と個人参加のＳＯＳ委員 

を増やす取り組みを進めます。 

➢ 毎年１月にこの計画内容をチェックし、 

課題を明確にして、よりよいものに改定します。 

➢ ＳＯＳ委員会は広報活動を行います。 

 

 

 

 

Check 

検証 

 

Ｄo 
運用 

 

Plan 
計画を作る 

 

Act 
見直し 

 

ネットワーク体制の維持・運営 

➢ 全体会議を年３回、まちづくり協議会会長が招集し、開催します。必要に

応じて、臨時に開くこともあります。 

➢ 事務局としてのＳＯＳ委員会を２か月に 1回程度開催します。 

➢ ＳＯＳ委員は「老上みらい応援隊」として、老上学区の内外から公募し、ま

ちづくり協議会会長が選任します。正副委員長は委員の互選によります。 

➢ ネットワーク参加組織は、連絡担当者（正副）を常に登録するものとし、変

更がある場合は速やかに更新します。 

➢ 役員交代の際に、各団体で LINE招待・退会をし、常に最新メンバーで防

災ネットワーク LINEグループを構成します。 
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町内会・マンション・団体等に 

状況連絡 

➁

地震発生 

震度６弱以上 

震度４～震度５強では

本部の LINEグループ

で連絡を取りあい、必

要に応じて本部長が本

部員を招集する。 

自身の安全確保と家族等身近な人の安全確認 

地域・職場等の役割遂行 

老上まちづくりセンターに参集（センターの安全確認） 

ネットワーク本部設置準備（通信手段、初動ボックスなど） 

５人以上でネットワーク本部設置（本部設置を LINEまたは電話で連絡） 

情報収集と整理（ネットワーク LINE、電話、伝令等） 

草津市災害対策本部または前線基地 
に報告 

（草津市危機管理課 ℡077-561-2325） 

災害情報を市民に周知、学区内での救援（ひと、モノ、情報）の調整手配を行う 
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地震発生 

震度６弱以上 

震度５強以下ではそれ

ぞれの団体の防災計画

に基づき行動して、必

要に応じて本部長に本

部設置を要請します。 

自身の安全確保と家族等身近な人の安全確認 

地域・職場等の防災計画に基づき行動 

老上学区防災ネットワーク

本部に被災状況を連絡 

支援要請に応じられる状況になれば、支援に向かう 

【優先報告・連絡事項】 

① 組織活動の開始 

② 人的被害 

③ 火災の発生 

④ 家屋や道路の重大な被害 

⑤ 広域避難所への避難開始 

⑥ 消防など公的機関へ通報

の有無 

※本部は市の災害対策本部

または前線基地と対応できる

構成グループに連絡します。 
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電話 

➢ 本部（老上まちづくりセンター） 

077-564-1430 

➢ 防災ネットワーク担当者 

  各自の電話番号 

 

 ＬＩＮＥ 

➢ 本部グループ 

➢ ＳＯＳ委員グループ 

➢ ＳＯＳ役員グループ 

➢ 防災ネットワークグループ 

平常時 災害発生時 

➢ 老上学区まちづくり協議会 

ホームページ 

➢ 老上学区まちづくり協議会 

公式ＬＩＮＥ 

 

まちづくり協議会の広報 

➢ 状況により対面（伝令）など可能な方法を用います。 

➢ LINEグループへの登録をお願いします。 

➢ トランシーバーなどの他の方法も検討し伝達手段を増やします。 
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支援 

➢ 構成グループが保有している防災機材リストを把握し、災害時

に要請があった場合の支援に役立てます。 

《参考》 防災機材リスト （下記を参考に防災機材の備えの充実をお願いします） 

品 名 数量 品 名 数量 品 名 数量 

小型動力消防ポンプ 2 大ハンマー・かけや １ テント 10 

軽可搬式消防ポンプ 2 リアカー １ ブルーシート ６ 

消火栓 BOX 39 担架 １ 石油ストーブ １ 

救助工具セット １ 携帯拡声器 ２ 草刈機 ２ 

チェーンソー １ 発電機 ２ 自走式草刈機 １ 

バール １ 投光器 ６ トランシーバー ６ 

スコップ １ コードリール ８   

 

 

➄

交流 

➢ 研修会で行う情報交換や、それぞれの防災訓練の見学などで、

良いところを取り入れていきます。 
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レーク滋賀農業協同組合老上支店 草津紙器株式会社 

野路町 514-1 

 

南笠町 945 

 

《事業内容》 

信用・共済・購買・販売・介

護福祉等の多岐にわたる

事業 

《事業内容》 

段ボール加工組立 

《協力いただける内容》 

駐車場、AED 

《協力いただける内容》 

段ボールの提供 

ロマン楽器株式会社 （株）熊川工務店 

南草津 5丁目 3-3 

 

矢橋町 301  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《事業内容》 

楽器販売/音楽教室 

カルチャー教室 

《事業内容》 

建築業 

《協力いただける内容》 

駐車場・(一時的)館内避難    ※平常時活動にて、

防災意識を高めるためのイベント開催をする際に、 

3階ホールを提供する。（収容人数は最大 180名） 

《協力いただける内容》 

大工道具を持って支援に

あたる。 

 

 
 

 

 

 

 

《事業内容》 

 

《事業内容》 

 

《協力いただける内容》 

 

 

《協力いただける内容》 

 

 草津市は多くの市内民間事業所と災害時応援協定を結んでいます。これとは別に、老上

学区防災ネットワークでは学区内の事業所に協力を依頼しています。  
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《事業内容》 

 

《事業内容》 

 

《協力いただける内容》 

 

《協力いただける内容》 

 

  

 

 

 

 
《事業内容》 

 

 

《協力いただける内容》 

 

 

  

 

 

 

 
《事業内容》 

 

《事業内容》 

 

《協力いただける内容》 

 

《協力いただける内容》 

 

 

 

※協力事業所は順次増やしていく予定です。 

 

  



構成グループ 1



構成グループ 2



構成グループ 3



構成グループ 4



構成グループ 5



構成グループ 6



構成グループ 7



構成グループ 8



構成グループ 9



構成グループ 10



構成グループ 11



構成グループ 12



構成グループ 13



構成グループ 14



構成グループ 15



構成グループ 16



構成グループ 17



構成グループ 18



構成グループ 19



構成グループ 20
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